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新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る柔軟な 

対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた医療用仮設ユニットにお

ける消防用設備等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症対策のため臨時

に設けられた医療用仮設ユニットにおける消防用設備等の取扱いに係る執務資料の

送付について（通知）」（令和２年 12月 28日付消防予第 422号）により通知したとこ

ろです。 

 医療施設においては、これに限らず、新たに間仕切り等を設けること等により新型

コロナウイルス感染症対策を講じる必要が生じることが考えられますが、これに伴い、

スプリンクラー設備や自動火災報知設備の未警戒部分などが生じる場合に、緊急の状

況下においては、スプリンクラーヘッドや感知器などの増設工事等を行うことが現実

的でない場合が考えられます。 

 こうした状況を踏まえ、引き続き、消防法令の適用について、新型コロナウイルス

感染症対策に係る医療施設の状況に応じた最大限の柔軟な対応を図るようお願いし

ます。 

 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対して、この旨周知して頂きますようお願

いします。 
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